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2 車
くるま

を もつ、 車
くるま

を 使
つか

う 

車
くるま

を もっている人
ひと

が しなければならないことは、法律
ほうりつ

で きまっています。 

車
くるま

を もつと いろいろなことに お 金
かね

が いります。 

 

2-1 車
くるま

のとうろく   

 

 

 

 

 

 

 

 

車
くるま

の とうろくは 車
くるま

を かった 店
みせ

でも できます。実
じつ

印
いん

（D いろいろな手続
てつづ

き 5 を みて ください）が いりま

す。 車
くるま

には かならず ナンバープレート＜ 車
くるま

に つける ばんごう＞を つけて ください。 

とうろくが いるとき とうろくするところ 

・ 車
くるま

を かったとき 

・ 車
くるま

を もっている人
ひと

の 住
じゅう

所
しょ

や 名
な

前
まえ

が かわったとき 

・ 車
くるま

を あげたとき 

・ 車
くるま

を もらったき 

・ 車
くるま

を すてるとき 

・ ナンバープレート＜ 車
くるま

に つける ばんごう＞が なくなったとき 

近
ちか

くの 運
うん

輸
ゆ

支
し

局
きょく
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